
金地金をだまし取る詐欺の発生！（６/30）

札幌市北区居住の70歳代男性の自宅固定電話に、通信会社社員を名のる

男から「通話料金の未納がある。個人情報が漏れている可能性があるので警察に

連絡しておく。」等と電話があり、その後、警察官を名のる男から、「あなた

の口座が犯罪に使われている。被害者のお金が貴方名義の口座に振り込まれ

ている。」等と言われ、警察官の上司を名乗る男のＳＮＳに誘導され、

警察官及び検察官の取調べ名目でビデオ通話し、「口座にあるお金を調

べる必要があるので、口座から現金を下ろして来訪する捜査員に渡して欲し

い。金を注文して来訪する捜査員に渡して欲しい。」等と言われ、金融機関

の窓口で現金を引き出し、５月23日及び５月28日、現金合計5,500万円を、

６月11日、金地金1.1キログラム（時価合計約1,800万円相当）を被害者の

自宅を訪問した男に交付しだまし取られる事件が発生しました。

【被害防止のポイント】
○ 警察官や検察官がＳＮＳで連絡することはありません。

○ 警察は捜査等の名目で金銭を要求することはありません。

○ 警察官が預金を引き出すよう指示したり、金を購入させる

ことは絶対にありません。

【金融機関の皆様へ】

○ 被害者の方が、現金の引き出しのため来店することが考えられますの

で、高額引き出し・振り込み時における積極的な声掛けと警察への通報

のご協力をお願いします。

【すべての事業者等の皆様へ】

○ この情報は、できる限り多くの道民の皆様に伝達していただきますよ

う、傘下企業、ご家族、ご友人、お知り合い、ご近所の方に転送するな

どして、広く提供をお願いします。
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警察官等をかたり「金地金」を詐取する特殊詐欺について

ポイント

○ 詐欺の犯人が、警察官等をかたり、捜査等の名目で、 「金地金」を
購入させて詐取する手口が散見（少なくとも令和６年中20件）

事例

警察官等を名乗る者（犯人）から、ＳＮＳで逮捕状等の画像を
送信された後、「金融詐欺の逮捕状が出ているが、身の潔白を
証明するためにはすべての資産を全て教えて提出してほしい。」
等と言われ、貴金属店で金地金の購入を指示され、自宅玄関に
指示どおり置いていた金地金をだまし取られた。

警察官等
からの電話

メッセージ
アプリに移行

逮捕を示唆
資産調査名目

金地金を
手交要求

注意点

〇 警察官等をかたる者から
金地金の購入等を指示される
〇 購入等した金地金を、自宅
玄関、公園の滑り台の下等の
屋外に置いておくよう指示される

それは、詐欺です！
最寄りの警察署等に相談
してください。

※ 警察官等をかたる詐欺が多いことから、御自身で
警察署の電話番号を調べるなどして御相談ください。

貴金属店で金地金
の購入等を要求


